
法 学 科 運 営 会 議（Webex会議）議 事 要 旨 

 

 

日 時  令和６年５月９日（木）１５時００分～１５時２４分 

場 所  各自Webex利用可能な場所 

出席者  ５０名（定足数２７名） 

 

議     事 

 

【 協議事項 】 

１．定足数について 

   学科長から、教員の勤務しない期間からの復帰に伴い、法学部教授会規程第４条第２項第１号に基

づき、当該教員を５月からの教授会（学科運営会議含む）の定足数に加えることについて、説明があ

り、協議の結果、承認した。 

２．交換留学先で修得した授業科目の単位認定について 

   教務委員会委員長から、交換留学先で修得した授業科目の単位認定について、資料に基づき説明が

あり、協議の結果、承認した。 

３．単位互換協定に基づく学生の派遣について 

   教務委員会委員長から、単位互換協定に基づく学生の派遣について、資料に基づき説明があり、協

議の結果、承認した。 

 ４．２０２５年度第３年次編入学生募集要項について 

   教務委員会委員長から、２０２５年度第３年次編入学生募集要項について、資料に基づき説明があ

り、協議の結果、承認した。 

 ５．２０２４年度転部出願要項について 

   教務委員会委員長から、２０２４年度転部出願要項について、資料に基づき説明があり、協議の結

果、承認した。 

 ６．２０２４年度転学科出願要項について 

   教務委員会委員長から、２０２４年度転学科出願要項について、資料に基づき説明があり、協議の

結果、承認した。 

 ７．２０２４年度秋～冬学期法学部科目等履修生出願要項について 

   教務委員会委員長から、２０２４年度秋～冬学期法学部科目等履修生出願要項について、資料に基

づき説明があり、協議の結果、承認した。 

８．大阪大学法学部、大学院法学研究科及び高等司法研究科とＵＣデーヴィスロースクールとの間におけ

る学術交流に関する協定書及び学生交流覚書の締結について 

担当教授から、ＵＣデーヴィスロースクールとの間における学術交流に関する協定書及び学生交流

覚書の締結について、資料に基づき説明があり、協議の結果、承認した。 

 ９．大阪大学法学部、大学院法学研究科及び高等司法研究科並びに大学院国際公共政策研究科と国立台北

大学法律学院との間における学術交流に関する協定の更新について 

担当教授から、国立台北大学法律学院との間における学術交流に関する協定の更新について、資料

に基づき説明があり、協議の結果、承認した。 

 10．大学間部局分散に係る特別聴講学生の受入れ（２０２４年度）について 

   担当教授から、大学間部局分散に係る特別聴講学生の受入れ（２０２４年度）について、資料に基

づき説明があり、協議の結果、承認した。 

 11．新「法・ロゴマーク」について 

学科長から、大阪大学の英語名称の変更が正式決定されたことに伴い、法・ロゴマークについて、

新英語名称に応じた変更を行う旨、資料に基づき説明があり、協議の結果、承認した。 

 



【 報告事項 】 

１．法学部運営委員会（５／２） 

学科長から、５月２日に開催された同委員会の報告があった。 

２．教務委員会（５／２） 

 教務委員会委員長から、５月２日に開催された同委員会の以下の事項について、資料に基づき報告

があった。 

・２０２４年度第３年次編入学生の既修得単位の認定に係る審査委員の選出について 

・２０２４年度春～夏学期の成績評価方法について 

・オープンキャンパス２０２４について 

３．ＯＵＳＳＥＰに係る特別聴講学生の受入れ（２０２４年度）について 

 担当教授から、ＯＵＳＳＥＰに係る特別聴講学生の受入れ（２０２４年度）について、資料に基づ

き報告があった。 

 

 

 


